
東京国際空港の指定した円錐表面及び

外側水平表面の変更に関する公聴会

次

1. 開

第

日時 :令和元年 10月29日(火)10時00分から

場所 :新宿区立新宿文化センター大ホール

会

2. 主 宰 者 挨 拶

3. 注 意 事 項 説 明

4. 公 述 人 公 述

(途 中 適 宜 休 憩 )

5. 主 宰 者 挨 拶

6. 閉 会





公述人の方への注意事項 ､

(注:裏面の参照条文もお読み下さい｡)

○ 公聴会においては､公述人が主宰者に対して質問をし､又は意見の

開陳を求めることはできません｡

○ 議事の整理上､公述は10分以内でお願い致します｡

制限時間の10分を経過したところで､司会者から制限時間となる旨

お知らせいたしますので､その時点で公述を終了して下さい｡

○ 公述は既に提出された公述書に記載されたところに従って行って下

さい｡

○ なお､以下の場合などには公述を中止していただくこととなります｡更

に中止の指示に従っていただけない場合には､やむを得ず退場して

いただくこととなりますのであらかじめご了承ください｡

･公述時間が所定の時間を超えた場合

･公述内容が事案の範囲外である場合

･公述が公述書の記載内容を著しく逸脱すると認められる場合

○ 公述は公述人名簿の順番に従い､順次司会者が指名致します｡

受付で配布いたしました名札を着用の上､公述人席でお待ちくださ

い｡関係職員の案内がありましたら､5人ずつ登壇し､壇上の公述人

待機席にてお待ちください｡自身の公述順になったら､司会者の案内

に従い演壇に移動し､公述してください｡公述終了後は降壇し､ご自

身の公述人席にお戻りください｡なお､この時点で退出されても構い

ません｡

○ 公述の際には､速記の都合がございますので､初めに氏名､職業､

賛否(賛成､条件付賛成､反対)をおっしゃっていただくようお願い申

し上げます｡

○ 事情により公述人ご本人が出席できず､代わりの方が公述書を代読

される場合には､公述の冒頭､代読である旨を明らかにし､公述人と

の関係､代読者の氏名を仰って下さい｡

○ 公述前後においては､公述人席で傍聴することが可能です｡

○ 公述終了後､お帰りになる際には､受付にて名札をご返却いただき

ますようよろしくお願い致します｡



航空法施行規則(抜粋)

(公述時間の制限)

第 81条の8 主宰者は､議事の整理上必要があると認めるときは､公述

人の公述の時間を制限することができる｡

(公述)

第81条の9 公述人の公述は､公述書の記載されたところにしたがって

しなければならない｡ただし､主宰者の質問に答えるとき又は主宰者

が特に必要あると認めて許可したときは､この限りでない｡

(公述の中止等)

第 81条の 10 主宰者は､公述人の公述が次の各号の一に該当すると

認めるときは､その公述を中止させることができる｡

一 第 81条の8の規定により主宰者が指示した時間をこえたとき｡

二 すでに公述された事項と重複し､又は事案の範囲外にあるとき0

三 前条の規定に反するとき｡

2 主宰者は､公述人が前項の規定による中止の指示に従わないとき

は､その公述人を退去させることができる｡

(公述書の代読)

第81条の 11公述人が病気その他やむを得ない事情により公聴会に出

頭できなかったときは､公述書の朗読をもって公述にかえるものとす

る｡

(遵守事項)

第 81条の 15 傍聴人は､公聴会の会場-の入場若しくは退場に際し､

又は公聴会の会場において､主宰者又はその命を受けた関係職員

の指示に従わなければならない｡

2 主宰者は､前項の規定による指示に従わない傍聴人を退去させる

ことができる｡

3 前2項の規定は､公述中でない公述人に準用する｡



傍聴人及び公述中でない公述人の方への注意事項

以下の注意事項をお守りいただけない方には､やむを得ず退場してい

ただくことになりますので予めご了承ください｡(注:裏面の参照条文もお

読み下さい｡)

○ 公聴会会場の出入りに際し､又は会場内では､関係職員の指示に従

って下さい｡

○ 会場内ではみだりに発言をしたり､拍手や唱和したりする等､公述の

妨げになる行為は厳に慎んで下さい｡

○ 傍聴券又は公述人決定通知書を常に携帯し､関係職員の求めに応

じて提示して下さい｡

○ 休憩時間等に会場外へ退出し､再度入場される場合には､必ず受付

に傍聴券又は公述人決定通知書を提示して下さい｡傍聴券又は公

述人決定通知書のない場合には再入場することができませんので､

紛失にご注意下さい｡

○ ホール内での撮影､録音等は公述人のプライバシー保護のためご逮

慮願います｡

○ 盗難予防のため､席を離れる場合は携帯品を必ずお持ちいただきま

すようお願い致します｡

○ 会場内は飲食禁止となっております｡昼食は2階食堂や近隣の飲食

店等をご利用ください｡

○ 昼休憩は､午前の公述の終了後から13時00分まで1時間程度の休

憩を設ける予定です｡

○ 会場内は禁煙となっておりますので､喫煙はセンター所定の喫煙場

所(4階屋外喫煙所)で行って下さい｡

○ 傘をお持ちの場合､足下に横にして置くようお願い致します｡

○ 会場内では､携帯電話の電源を切るか､マナーモードに切り替えるよ

うお願い致します｡

○ 有事の際は､関係職員の指示に従ってくださいますようお願いいたし

ます｡



航空法施行規則(抜粋)

(傍聴券の発行)

第 81条の 14 国土交通大臣は､必要があると認めるときは､傍聴券を発行し､その

所持者に限り傍聴させることができる｡

(遵守事項)

第 81条の 15 傍聴人は､公聴会の会場への入場若しくは退場に際し､又は公聴会

の会場において､主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければな

らない｡

2 主宰者は､前項の規定による指示に従わない傍聴人を退去させることができる｡

3 前二項の規定は､公述中でない公述人に準用する｡








